
浜田市における料金統一と 
料金改定の周知と成果 

～ 積極的な周知戦略 ～ 



1.背景 
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1.背景 

浜  田 
雲城波佐 

新  旭 

弥  栄 

三  隅 

平  原 

河  内 

今福美又 

・平成の大合併により1市3町1村が合併。 
・上水道1事業、簡易水道7事業の統合とならず、結果とし
て上水道1事業、簡易水道2事業が並存しており、同じ市
域で用途区分を始め料金体系が異なっていた。 
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1.背景 

現行水道料金 
上水道 簡易水道Ⅰ 簡易水道Ⅱ 

浜田地区 金城・旭・弥栄地区 三隅地区 

口 径 料 金 用 途 料 金 用 途 料 金 

13ミリ 237.6円 
一 般 用 
 ( 8 ㎥ ま で ) 

1,620円 
一 般 用 
( 8 ㎥ ま で ) 

1,285.2円 

20ミリ 237.6 円 
学 校 用 
( 5 0 ㎥ ま で ) 

6,480 円 
営 業 用  
 ( 2 0 ㎥ ま で ) 

3,661.2 円 

25・30ミリ 475.2円 
官 公 署 用 
 ( 1 5 ㎥ ま で ) 

3,240 円 
市施設・学校用 
( 1 0 0 ㎥ ま で ) 

4,309.2 円 

40ミリ 1,404 円 
農 業 用 
( 5 ㎥ ま で ) 

312円 
市施設・その他
( 2 0 ㎥ ま で ) 

2,149.2円 

50ミリ 3,564円 共用(8㎥まで) 1,620 円 共用(8㎥まで) 1,501.2円 

75ミリ 6,372 円         

100ミリ 29,592円         

150ミリ 32,292円         

共 用 
1戸当たり

237.6円 
        

 浜田市の基本料金（～Ｈ30.9.30） 
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1.背景 
 浜田市の従量料金（～Ｈ30.9.30） 
 現行水道料金 

上水道 簡易水道Ⅰ 簡易水道Ⅱ 

浜田地区 金城・旭・弥栄地区 三隅地区 

水量・用途区
分 

従量料金 用途区分 従量料金 用途区分 従量料金 

０㎥～ 93.96円 一 般 用 194.4円 一 般 用 127.44円 

9㎥～ 135円 学 校 用 194.4円 営 業 用 165.24円 

21㎥～ 206.28円 官 公 署 用 194.4円 
市 施 設 ・ 
学 校 用 

127.44円 

共 用 ※上記に準じる 農 業 用 61円 
市 施 設 ・ 
そ の 他 

127.44円 

公 衆 
浴 場 用 

97.2円 共 用 194.4円 共 用 127.44円 

臨 時 用 410.4円     船 舶 臨 時 用 378 円 

船 舶 用 410.4円         

外 国 
船 舶 用 

380 円         

消 火 栓 用 216円         5 



1.背景 

使用者区分 地区名
現行料金

～平成30年9月
増加額

（値上額） （値上額） （値上額） (統一後料金－現行料金)

(1) 少量使用家庭 浜田 1,324 円 1,491 円 (167 円) 1,658 円 (167 円) 1,825 円 (167 円) 501 円

口径13ミリ・1ヶ月分 金城・旭・弥栄 2,073 円 1,991 円 (▲ 82円) 1,909 円 (▲ 82円) 1,825 円 (▲ 84円) (▲ 248円)

使用水量： 10㎥ 三隅 1,604 円 1,677 円 (73 円) 1,750 円 (73 円) 1,825 円 (75 円) 221 円

(2) 標準使用家庭 浜田 2,674 円 2,931 円 (257 円) 3,188 円 (257 円) 3,445 円 (257 円) 771 円

口径13ミリ・1ヶ月分 金城・旭・弥栄 4,017 円 3,827 円 (▲ 190円) 3,637 円 (▲ 190円) 3,445 円 (▲ 192円) (▲ 572円)

使用水量： 20㎥ 三隅 2,879 円 3,067 円 (188 円) 3,255 円 (188 円) 3,445 円 (190 円) 566 円

(3) 小規模事業者
 浜田 19,457 円 20,243 円 (786 円) 21,029 円 (786 円) 21,816 円 (787 円) 2,359 円

口径25ミリ・1ヶ月分 金城・旭・弥栄 19,612 円 20,346 円 (734 円) 21,080 円 (734 円) 21,816 円 (736 円) 2,204 円

使用水量： 100㎥ 三隅 16,988 円 18,597 円 (1,609 円) 20,206 円 (1,609 円) 21,816 円 (1,610 円) 4,828 円

(4) 大規模事業者 浜田 165,041 円 171,767 円 (6,726 円) 178,493 円 (6,726 円) 185,220 円 (6,727 円) 20,179 円

口径40ミリ・1ヶ月分 金城・旭・弥栄 155,952 円 165,708 円 (9,756 円) 175,464 円 (9,756 円) 185,220 円 (9,756 円) 29,268 円

使用水量： 800㎥ 三隅 132,915 円 150,350 円 (17,435 円) 167,785 円 (17,435 円) 185,220 円 (17,435 円) 52,305 円

平成30年10月～ 令和元年10月～
料金統一後

令和2年10月～

・国の方針により、平成30年4月1日に上水道と簡易水道
が統合。 
・平成30年10月1日から、上水道で16年ぶりとなる水道
料金を改定。3段階に分けて調整（激変緩和）。 
   →市議会から積極的な周知を強く要請される。 
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2.料金改定の時期と周知 

・上水道と簡易水道の事業統合後、半年間の周知期間を経
て水道料金を改定。 
 

・下記のとおり「周知計画一覧表」を作成した。 

項　目 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 水道料金改定市民説明会

2 自治会長会、行政連絡員会議等

3 職員への周知

4 浜田市ＨＰ、料金計算ツール

5 市の広報

6 フリーダイヤル

7 水道料金周知パンフレット（A4版）

8 料金改定お知らせミニチラシ

9 ケーブルテレビ

№，1 №，2

延長
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

２パターン製作 
 

・早見表 
 

・料金システムと関連付けし、使用者の詳細な計算方法
を表示 
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・早見表 
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・早見表 
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・料金システムと関連付けし、使用者の詳細な計算内容
を表示 

11 



2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・その他 浜田市ホームページ 
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・その他 浜田市ホームページ 
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2.料金改定の時期と周知 
（1）改定料金計算ツールの製作 

 

・浜田市ホームページ 
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2.料金改定の時期と周知 
（2）料金改定等専用フリーダイヤルの開設 

・市民が気軽に問い合わせ出来るよう開設。 
 

・使用者ごとにきめ細かく説明するため、料金 
 シミュレーションを活用。 
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2.料金改定の時期と周知 
（3）市民説明会の実施 

・市立公民館（26館） 
 

・水産関係事業所、福祉関係事業所、商工団体 
 

・自治会長会、行政連絡員会議 
 

・希望の自治会へ出張説明会 
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2.料金改定の時期と周知 
（3）市民説明会の実施 

・広報はまだの活用 
 

・市長や職員も地元ケーブルテレビに出演 
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3.実績と成果 

料金改定の周知実績 
 

 

18 

項　目 実　績

1 水道料金改定市民説明会 市立全公民館、水産・福祉関係事業所説明会を60回実施、346名参加

2 自治会長会、行政連絡員会議等 自治会長会1回、行政連絡員会議10回、地域協議会1回

3 職員への周知 庁内掲示板にて全職員へ3回

4 料金計算ツール、浜田市ＨＰ
事務室内にシミュレーションコーナー開設（4月9日開設）とＨＰ上（9月21日開

設）

5 市の広報 誌面に掲載 6回

6 フリーダイヤル
6月1日～（当初12月28日までを延長して）3月29日まで開設　問い合わせ件数

118回

7 水道料金周知パンフレット（A4版） 市内全戸配付　24,932部、市外請求者へ郵送配布　1,376部

8 料金改定お知らせミニチラシ 6-7月検針　27,515部、8-9月検針　27,423部

9 ケーブルテレビ
浜田市行政情報番組「浜っ子タイムズ」8月放送、

扉を開けて…市長からのメッセージ9月放送



83 
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0 20 40 60 80 100 

試算 

閉栓・長期未使用 

クレーム 

改定の理由 

その他 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ問い合わせ内容と件数 

3.実績と成果 

フリーダイヤルについて 
・自身の水道料金がいくらになるかの問い合わせが８
割強を占めた。 
・基本料金が高くなるため、長期間使用しない使用者
には閉栓を促した。→ 市民サービスに繋がった。 
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3.実績と成果 
・水道料金パンフレット（A4版2つ折）全戸配付 
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おもて面 



3.実績と成果 
・水道料金パンフレット（A4版2つ折）全戸配付 
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なか面 



3.実績と成果 
 

・検針時にミニチラシを全戸配付（NO,1 NO,2） 
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NO,1 おもて面 

NO,1 なか面 

NO,2 おもて面 

NO,2 なか面 



4.課題 

 
 

・職員向け説明会を開催し、
上下水道部内や市役所内での
周知をさらに強化すべきだっ
た。 
 
 

 
 
 

 
 

・様々な周知手段のうち、検針時に配付したミニチラ
シに対する反応が大きく、多かった意見として、掲載
した料金表について、1ヶ月単位ではなく、2ヶ月単位
での掲載を望む声があった。 
 →自分で計算してみたい。 
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5.終わりに（次回改定のために） 

料金統一の周知について必要なこと（再認識） 
 
・単発の広報に留まらず、あらゆる媒体を活用して
複数回行う。→分かりやすい言葉で伝える。 
 
 
 令和元年10月～ 料金調整２年目と消費税率改定 
 令和２年10月～ 新水道料金（料金統一） 
 
 
・市民からの問い合わせがあった地域、内容等統計
をとって分析・検証し、効果的で効率的な周知方法
等長期的に対策を講じる。 
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5.終わりに（次回改定のために） 

平成31年3月議会 
 浜田市水道事業審議会条例を制定 
  経営の見える化を進める 
 
令和元年7月18日（木） 
第１回 浜田市水道事業審議会を初開催 
・浜田市水道事業の概況について 
・水道施設（美川浄水場）の視察 
 
 
令和元年11月1１日（月） 
第2回 浜田市水道事業審議会を開催予定 
・浜田市水道ビジョンについて 
・浜田市水道事業経営戦略について 
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ご清聴ありがとうございました。 
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